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改
正
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
清
報
開
示
の
実
務
仁
つ
い
て

lま

じ

久

保

文

離

(
宗
教
法
人
「
生
授
の
家
」
運
営
管
理
部
法
務
譲
課
長
・
財
団
山
法
人
生
後
の
家
社
会
事
業
回
獄
事
〉

め

の
家
の
教
勢
の
概
要
等
!

」
の
報
告
は
、
宗
教
法
人
の
第

い
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
。

線
に
お
け
る
情
報
開
示
の
実
務
に
つ
い
て
、
賛
助
会
員
亙
び
研
究
者
各
位
の
参
考
に
な
れ
ば
と
忠

1-

改
正
宗
教
法
人
法
に
恭
づ
く
情
報
開
示
に
係
る
当
宗
教
法
人
の
実
務
に
掬
す
る
報
告
の
基
礎
的
前
提
と
し
て
、
教
勢
の
概
要
等
に
つ

信
者
数
は
、
平
成
八
年
一
一
一
月

日
で
あ
り
、
創
始
者
は
谷
口
雅
春
{
昭
和
六
十
年
問
弁
天
)
、
議
夜
の
総
裁
(
宗
教
上
の
最

高
位
者
)
は
谷
口
済
制
服
、
当
法
人
代
表
役
認
は
黒
河
内
務
で
あ
る
。

い
て
説
明
す
る
。

の
家
の
立
教
は
、
昭
和
五
年

一
日
現
な
で
、

、
二
一
一
一
豆
、
七
八
田
人
(
国
内
八
七
五
、

海
外
一
、
一
二
五
八
、
五

九
二
人

史
人
)
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
活
動
の
指
導
に
実
っ
て
い
る
講
鶴
(
宗
教
教
部
)
数
は
、
二
閥
、
二

O
九
人
で
あ
る
。
こ
の
講
師

し
て
講
臨
活
動
を
行
、
っ
、
本
部
講
師
は

の
う
ち
、
殆
ど
は
、
地
方
議
締
と
呼
ば
れ
る
、
無
償
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
に
議
締
川
市
動
を
行
、
つ
者
で
あ
る
。
包
括
凶
体
等
の
隷
従
者
と

九

八
二
人
で
あ
る
。
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生
授
の
家
の
場
合
、
宗
教
法
人
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
さ
れ
た
、
礼
拝
の
総
設
〈
宗
教
法
人
法
第
一
一
一
条
第
二
万
に
規
定
さ
れ
た
境

内
建
物
〉
を
備
え
る
単
位
宗
教
団
体
は
二
二
九
で
あ
り
、
う
ち
日
本
国
内
で
法
人
格
を
有
す
る
被
包
括
法
人
は
、
七

O
法
人
で
あ
る
。

こ
の
単
位
宗
教
岡
山
体
の
う
ち
、
練
成
会
(
二
泊
三
日
か
ら
十
日
間
の
合
宿
形
式
で
、
信
者
が
自
発
的
意
思
に
よ
り
参
加
し
て
、
教
化
禅
問

成
を
受
け
る
宗
教
行
事
〉
を
行
う
、
本
部
講
師
と
費
設
を
備
え
た
「
練
成
選
場
」
は
、
国
内
で
包
括
団
体
が
夜
轄
す
る
も
の
が
五
道
場

あ
り
、
う
ち
法
人
格
を
・
有
す
る
も
の
が
三
法
人
で
あ
る
。

被
包
括
法
人
の
多
く
は
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家

G
O県
教
化
部
」
で
あ
る
。

の
家
で
は
各
県
等
ご
と
に
教
区
に
分
け
て
お
り
、

囲
内
に
は
五
九
教
区
あ
る
が
、
教
ぽ
一
に
お
け
る
教
義
{
局
者
の
中
心
機
関
が
こ
の
教
北
部
で
あ
り
、
関
内
の
査
九
教
化
部
の
う
ち
法
人
絡

を
も
っ
て
い
る
教
北
部
が
荒
八
法
人
で
あ
る
。
そ
の
他
、
国
内
で
六
一
一
一
の
「
地
方
道
場
」
が
あ
り
、
う
ち
法
人
絡
そ
も
っ
て
い
る
地
方

道
場
が
九
法
人
で
あ
り
、
法
人
格
を
有
し
な
い
地
方
道
場
は
、
各
教
化
部
の
飛
地
境
内
地
・
境
内
建
物
と
し
て
不
動
様
筆
記
が
行
わ
れ
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て
い
る
。

さ
ら
に

の
家
の
場
合
は
、
役
代
前
、
男
女
別
の
強
者
組
織
が
あ
る
。
生
長
の
家
の
男
子
の
壮
年
以
上
の
信
者
明
、
組
織
し
て
い

る
組
織
と
し
て
「
松
愛
会
」
、
婦
人
信
者
の
組
織
と
し
て
「
府
鳩
会
」
、
青
少
年
の
…
信
者
で
構
成
し
て
い
る
「
青
年
会
」
が
あ
り
、
会
開

の
市
町
村
に
そ
れ
ぞ
れ
単
位
の
組
織
(
生
長
の
家

0
0市
椋
愛
会
、
山
口
鳩
会
支
部
、
単
位
脊
年
会
等
)
が
あ
り
、
総
合
計
で
一
万
数
千

の
単
位
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
毎
湾
、
誌
友
会
や
講
演
会
等
を
開
催
し
、
布
教
活
動
や
繋
一
典
の
学
習
等
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
単
位
綴
織
は
法
人
格
は
な
い
が
、
こ
の
単
位
組
織
に
所
属
し
て
い
る
信
者
が
、
都
道
府
県
ご
と
に
あ
る
宗
教
法
人
た
る
教

北
部
を
構
成
す
る
彰
に
な
っ
て
い
る
。

生
授
の
家
の
こ
れ
ら
の
儒
者
組
織
は
、
す
べ
て
信
者
の
選
挙
に
よ
っ
て
役
員
が
選
鉱
比
さ
れ
る
。
任
期
が
三
年
で
あ
り
、
今
年
(
平
成

十
年
〉
の
十
月
か
ら
、
ま
た
新
し
い
任
期
が
始
ま
る
の
で
、
全
関
の
単
位
組
織
で
、
こ
の
構
成
員
で
あ
る
信
者
が
、
各
断
中
段
級
織
ご
と



に
、
九
月
遂
に
選
挙
を
行
う
。
そ
の
選
挙
で
当
選
し
た
単
位
組
織
の
長
で
、
都
道
府
県
の
逮
合
会
組
織
の
役
員
を
選
挙
す
る
こ
と
と
な

り
、
つ
ま
り
、
下
か
ら
の
積
み
重
ね
と
い
う
形
で
こ
の
信
者
組
織
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家

O
O県
教
化
部
」
等
の
被
包
括
法
人
(
生
長
の
家
の
単
位
宗
教
法
人
〉
の
役
鼠
の
選
定
は
、
次
の

よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
各
被
包
話
法
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
租
税
特
制
措
護
法
第
鴎
十
条
の
非
課
税
要
件
を
具
備
し
、
責
任
役
員
会
、
評
議
員
会
現

び
監
査
委
員
〈
監
査
機
関
〉
令
有
す
る
と
と
も
に
、
…
一
一
分
の
一
却
胞
の
親
族
等
の
役
員
就
任
を
禁
止
す
る
規
射
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
包
揺
鴎
体
か
ら
派
遣
冬
れ
た
本
部
講
師
(
教
区
教
化
部
長
)

一
人
以
外
の
、
責
任
役
員
茨
び
評
議
員
は
、
各
信
者
組
織
の

選
挙
で
公
正
に
選
定
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
責
任
役
員
、
評
議
員
廷
び
監
査
委
員
は
無
報
酬
酬
で
あ
り
、
解
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散
の
場
合
の
残
余
財
産
も
、
盟
、
地
方
公
共
間
体
又
は
公
援
法
人
に
寄
附
さ
れ
る
定
め
で
あ
る
。
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こ
れ
令
概
説
す
る
と
、
租
税
特
別
措
欝
法
第
四
十
条
第
一
項
後
段
ゃ
、
相
続
税
法
第
六
十
六
条
第
四
項
に
よ
り
、
公
益
法
人
等
に
資

庄
の
贈
与
を
行
う
場
合
、
そ
の
遂
党
組
織
が
適
正
で
あ
る
等
一
定
の
要
件
を
備
え
た
公
益
性
の
高
い
法
人
で
あ
れ
ば
、
関
税
庁
長
官
の

承
認
を
受
け
、
贈
与
者
に
対
す
る
譲
渡
所
得
税
が
非
課
税
と
な
旬
、
ま
た
、
概
ね
陪
様
の
場
合
に
は
、
受
贈
法
人
に
対
す
る
贈
与
税
が

非
課
税
と
な
る
が
、
ぞ
れ
以
外
の
場
合
の
公
凝
法
人
等
に
対
す
る
資
産
の
無
償
又
は
低
額
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
に
つ
い
て
は
譲
渡
者
に
譲

渡
所
得
税
〈
所
得
税
法
第
五
十
九
条
第
一
項
)
が
課
税
さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(1) 

こ
の
租
税
特
則
別
措
農
法
第
間
十
条
、
具
体
的
に
は
、
河
法
路
行
令
等
や
関
税
庁
長
官
の
透
逮

に
、
そ
の
非
課
税
要
件
の
具
体
的

内
容
が
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
法
人
の
場
合
で
あ
れ
託
、
資
任
役
員
の
数
は
六
人
以
上
、
評
議
員
や
総
代
は
、
責
任
役
員
の
一
一
倍
超
、

を
霞
く
こ
と
。
親
族
等
の
特
殊
関
係
者
は
、
各
役
員
に
つ
い
て

分
の

さ
ら
に
二
人
以
上
の
転
事

を
超
え
て
は
い
け

な
い
。
ま
た
、
役
員
等
の
地
位
に
あ
る
こ
と
の
み
で
報
酬
令
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
、
解
散
の
場
合
の
残
余
財
産
は
、
問
問
、
地
方
公
共
同
問
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体
又
は
公
話
法
人
に
寄
附
す
る
定
め
を
規
則
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
、
犯
税
特
別
措
置
法
第
盟
十
条
の
非
課
税
姿
件
で
あ
る
が
、
生
長
の
家
の
場
合
、
被
忽
括
法
人
で
あ
る
全
て
の
単
位
宗
教

法
人
に
お
い
て
、
昭
和
六
ム
i
年
か
ら
昭
和
六
十
一
年
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
制
の
変
更
を
行
い
、
こ
の
公
益
法
人
の
非
議
税
要
件
を

す
べ
て
具
備
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
で
生
長
の
家
の
各
単
位
宗
教
法
人
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
潔
解
い
た
だ
き
た
い
。
何
故
、
こ
の
よ
う
な
形
で

あ
る
か
を
考
え
る
と
、
基
本
的
に
は
、
生
長
の
家
の
場
合
に
は
、
文
察
伝
道
で
布
教
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
職
業
的
宗
教
家
、

例
え
ば
、
宣
教
邸
や
牧
邸
や
住
職
等
の
一
定
の
騒
が
あ
っ
て
そ
の
人
々
が
布
教
活
動
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
最
初
、
創
始
者
に

よ
っ
て

一
千
惜
の

の
ん
永
」
と
い
う
雑
誌
が
会
開
津
津
浦
浦
に
配
ら
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
人
達
が
自
主
的
・
積
極
的
に
支
部
を

つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
、
信
者
の
自
主
的
・
自
覚
的
な
形
で
全
国
の
布
教
運
動
が
推
進
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
布
教
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活
動
の
歴
史
的
経
緯
、
が
あ
り
、
生
長
の
家
の
各
被
包
括
法
人
の
管
理
運
営
は
、
職
業
的
宗
教
家
に
よ
る
管
理
で
は
な
く
、
基
本
的
に
信

者
の
自
治
と
費
一
任
に
よ
り
運
営
す
る
と
い
う
形
態
が
自
然
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

宗
教
法
人
法
の
改
正
と
生
長
の
家
に
お
け
る
対
応
の
経
緯
に
つ
い
て

宗
教
法
人
法
第
二
五
条
等
の
改
正
に
つ
い
て

宗
教
法
人
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
宗
教
界
に
は
賛
杏
両
論
が
あ
っ
た
が
、
当
法
人
は
基
本
的
に
賛
成
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提

で
、
改
正
宗
教
法
人
法
に
基
づ
く
書
法
人
の
情
報
開
示
の
実
務
に
つ
い
て
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
次
の
宗
教
法
人
法
改
正
の
特
に
主
要
な
も
の
が
、
第
二
五
条
の
改
正
で
あ
る
。
第
二
項
各
号
に
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類
が
加
わ



り
、
第
一
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
が
新
し
く
加
わ
ワ
た
。
宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
一
一
一
壌
は
「
宗
教
法
人
は
、
信
者
そ
の
地
の
利
億
一
口
関
係

人
で
あ
っ
て
前
項
の
裁
定
に
よ
り
当
該
宗
教
法
人
の
事
務
所
に
備
え
ら
れ
た
問
項
各
自
す
の
書
類
又
は
綴
簿
を
関
覧
す
る
こ
と
に
つ
い
て

正
当
な
利
益
が
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
罰
覧
の
請
求
が
不
当
な
臼
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
そ
関
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己
と
定
め
た
が
、
本
報
告
の
や
心
的
な
苔
題
は
、
こ
の
第
一
二
項
の
問
題
に
関
し
て
、
当
法
人

と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(2) 

話
括
間
体
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
!
ム
〈
宗
教
法
人
法
改
正
対
策
調
査
委
員
会
〉
の
編
成

当
法
人
と
し
て
、
こ
の
宗
教
法
人
法
の
改
正
に
関
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
対
応
を
き
ち
ん
と
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
包
括
団
体
で
あ
る
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
に
お
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ

i
ム
を
発
足
さ
せ
た
。
具
体
的
に
は
、
「
宗
教
法
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人
法
改
正
対
策
調
査
委
員
会
」
と
い
う
名
称
で
あ
る
。
メ
ン
バ

i
は
、
責
任
役
員
が
二
名
、
実
務
摂
当
の
謀
長
が
問
名
、
さ
ら
に
委
員
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会
の
顧
問
と
し
て
、
弁
護
士
一
名
、
公
認
会
計
士
一
名
。
以
上
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
事
務
局
令
法
務
課
長
が
担
当
す
る
形
に
な
っ
た
。

平
成
七
年
か
ら
、
足
掛
け
四
年
に
な
る
が
、
こ
の
問
、
正
式
な
委
員
会
だ
け
で
十
四
回
開
鑑
し
、
震
任
役
員
会
に
十

賠
の
容

T矢
作
つ

争

噌

。

ふ/、

(3) 

教
規
(
宗
教
し
し
の
最
高
規
範
て
法
人
規
制
及
び
各
施
行
細
則
の
全
面
的
な
見
寵
し
と
改
正
に
つ
い
て

そ
の
経
緯
の
な
か
で
、
宗
教
上
の
規
範
や
、
法
人
規
則
山
及
び
箱
一
行
細
川
向
等
に
関
し
て
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
か
な
り
膨
大
な

改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
具
体
的
に
は
、
宗
教
ょ
の
滋
高
規
範
で
あ
る
「
生
長
の
家
教
規
」
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
規
出
、

名
施
打
縮
財
の
全
面
的
な
見
直
し
と
改
正
が
行
わ
れ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
た
め
平
成
九
年
限
丹
、
丈
部
大
肢
の
規
則
変
更
認
証
そ
受

け
た
の
で
あ
る
。

」
の
規
則
変
更
の
内
容
は
、
機
関
紙
「
察
使
命
」
平
成
九
年
五
月

日
号
で
全
舗
の
信
者
に
合
告
し
た
。
問
問
「
勢
一
使
命
」
紙
に
、
文
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部
大
臣
申
請
の
緑
町
変
東
日
的
が
記
紋
さ
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
す
る
。

「A
7
次
の
宗
教
法
人
法
改
正
の
「
宗
教
法
人
の
民
主
的
選
営
と
透
明
牲
を
凸
刈
め
、
公
共
投
に
対
{
め
し
た
自
治
能
力
の
向
上
を
溜
る
」

と
の
に
五
設
に
従
い
、
租
税
特
別
措
山
隊
法
第
間
十
条
及
び
相
続
税
法
第
六
十
六
条
第
円
墳
に
悲
づ
く
非
課
税
婆
件
に
交
に
適
合
し
た
ω
民
主

的
運
営
と
し
、
開
示
の
対
象
と
な
る
「
信
者
」
の
続
開
を
明
確
に
し
且
つ
公
常
事
項
を
拡
大
し
て
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
代
表

役
員
、
支
任
役
員
、
監
事
及
び
評
議
員
等
が
公
正
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
投
び
に
宗
教
法
人
法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人

の
事
務
を
決
定
す
る
「
資
任
役
祭
会
」
の
職
務
権
限
及
び
被
怠
揺
法
人
等
を
代
理
す
る
機
関
で
あ
る
「
評
議
員
会
」
の
磯
務
権
限
を
そ

れ
ぞ
れ
明
確
に
す
る
等
、
公
共
性
に
対
略
し
た
自
治
能
力
の
向
上
を
留
る
た
め
の
所
裂
の
変
受
安
行
う
J

こ
れ
が
、
こ
の
規
制
変
更
の
議
大
の
眼
目
で
あ
っ
た
ο

そ
の
他
に
、
「
八
ム
説
法
人
会
計
築
地
平
を
当
法
人
攻
、
ぴ
当
法
人
の
被
認
括
法
人

の
会
計
基
準
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
伴
い
己
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
、
公
益
事
業
と
し
て
専
門
学
校
(
生
長
の
家
養

-6ー

心
女
子
学
溺
)
の
設
置
経
営
を
同
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
の
滋
脳
変
更
も
併
せ
て
狩
っ
た
次
第
で
あ
る
。

。信
者
の
範
罰
の
明
確
化

先
ず
第

に
、
「
信
者
」
の
範
聞
の
明
確
化
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
も
宗
教
法
人
法
第
二
五
条
の
改
正
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
の
で
、

そ
れ
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

か
な
り
以
前
の
教
競
や
規
制
で
は
「
信
者
」
そ
の
も
の
の
定
義
が
極
め
て
漠
然
と
し
て
お
り
、
簡
単
に
言
え
ば
、
教
義
に
賛
同
す
る

者
は
管
信
者
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
こ
れ
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
は
、
被
包
括
法
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
包
括
鴎
体
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
法
人
法
第
二

条
第

u
す
に
規
定
さ
れ
た
単
位
家
教
岡
山
体
で
あ
る
各
生
長
の
家
教
化
部
等
を
実
際
に
構
成
す
る
者
を
、

と
し
て
明
確
に
し
た

も
の
で
あ
る
。



こ
の
た
め
、
生
長
の
家
教
規
の
一
部
改
正
を
行
い
、
そ
の
第
二
五
条
に
お
い
て
、
信
者
の
定
義
を
「
生
長
の
家
の
教
殺
を
信
奉
し
、

そ
の
実
競
目
標
で
あ
る
「
生
長
の
家
七
つ
の
光
暁
宣
霞
〕
に
費
問
し
、
そ
の
自
覚
安
も
っ
て
生
長
の
家
意
使
命
会
の
会
員
と
な
る
も
の

が
こ
の
教
え
の
信
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
生
長
の
家
の
教
化
部
そ
の
他
宗
教
法
人
語
第
二
条
第
一
号
に
規
定
さ
れ
た
単
柱
宗
教
間
体
を

構
成
す
る
「
家
族
」
と
称
」
す
る
設
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
生
長
の
家
聖
使
命
会
一
と
は
、
会
費
そ
丹
額
百
円
若
し
く
は
四
百

円
等
、
全
問
攻
、
び
疲
住
地
の
布
教
活
動
の
費
用
と
し
て
納
入
す
る
制
度
で
あ
る
。

こ
の
宗
教
上
の
最
高
規
範
で
あ
る
、

の
家
教
規
の
改
正
と
連
動
し
て
、
法
人
規
山
別
で
あ
る
宗
教
法
人
「
生
宮
沢
の
家
」
規
則
の
改

正
を
行
っ
た
。
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
規
制
問
第
一
二
十
条
に
次
の
第
二
墳
を
迫
加
し
た
。
「
第
問
問
条
の
公
告
の
対
象
と
す
る
器
者
は
、

こ
の
会
?
在
、
生
阿
武
の
家
建
使
命
会
〕
の
会
員
で
あ
っ
て
、
教
規
に
定
め
ら
れ
た
「
家
旅
」
と
し
て
、
こ
の
法
人
が
誌
括
す
る
宗
教
法

改正宗教法人ままに基づく情報綴示の実務について(久保}

人
法
第
二
条
第

号
に
規
定
す
る
宗
教
団
体
を
構
成
し
護
持
興
隆
に
努
め
る
者
と
す
る
。
〕

7 

ち
な
み
に
、
各
単
位
宗
教
法
人
の
規
闘
で
は
、
信
者
に
係
る
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

制旬寸

(
憶
者
の
定
義
)

第
二
十
一
条

信
者
と
は
、
悲
衰
の
家
教
貌
に
鏡
定
す
る
「
家
族
〕
と
し
て
こ
の
法
人
を
構
成
す
る
者
を
い
う
。

2 

信
者
は
、
名
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

(
信
者
の
義
務
)

第
一
一
十
二
条

一
筋
者
は
、
こ
の
法
人
の
護
持
興
降
に
努
め
る
も
の
と
す
る
J

争

よ
り
民
主
的
な
運
営
や
透
明
性
を
認
め
る
た
め
の
管
理
運
営
体
制
の
見
直
し
に
よ
る
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
規
則
開
の
変
更

〈
平
成
九
年
時
月
一
日
文
部
大
臣
認
証
)

第
一
一
に
、
よ
り
民
主
的
な
遂
営
や
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
管
瑚
運
営
体
制
の
見
直
し
に
よ
る
、
宗
教
法
人
規
則
の
変
廷
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
、
包
括
間
体
と
し
て
、
次
の
各
事
項
に
つ
い
て
の
規
制
到
の
変
更
等
を
行
っ
た
。

ィ
、
被
包
括
法
人
の
全
代
表
者
で
構
成
す
る
「
評
議
員
会
」
の
職
務
権
額
(
責
任
役
員
の
選
定
、
予
算
・
決
算
等
の
重
要
な
事
演

の
縫
決
等
)
の
明
確
化

当
法
人
の
「
評
議
員
会
」
は
、
諸
宗
派
等
に
お
け
る
宗
議
会
や
評
議
員
会
等
に
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
職
務
権
限
を
明
確

に
し
た
。
例
え
ば
、
衰
任
役
員
の
選
任
ト
刀
法
を
、
従
前
は
代
表
役
員
が
選
定
し
総
裁
の
任
命
を
受
け
る
方
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
許

議
員
会
で
公
正
に
選
定
投
票
し
総
裁
の
桜
命
を
受
け
る
方
法
に
変
更
し
た
。
予
算
・
決
算
投
び
霊
安
な
細
則
時
一
一
マ
も
、
評
議
員
会
の
法
認

を
必
要
と
す
る
。

口
、
宗
教
上
の
意
患
決
定
機
関
と
、
宗
教
法
人
事
務
の
決
定
機
関
の
霞
分

こ
れ
は
、
宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
三
項
と
の
関
係
も
あ
る
。
従
前
は
、
宗
教
上
の
事
項
も
、
管
理
運
営
に
係
る
事
活
豆
、
開
じ
く
、

-8-

理
挙
会
(
責
任
役
箆
会
)
で
決
定
す
る
通
併
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
法
人
法
第
一

五
条
第
一
一
…
項
で
閲
覧
議
求
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
同
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
資
任
役
員
そ
の
他
規
制
で
定
め
る
機
関
の
議
事
に
関
す
る
議
類
」
と
は
、
宗
教
法

人
の
事
務
に
つ
い
て
決
定
、
議
決
、
諮
問
又
は
監
査
す
る
、
同
法
第

二
条
第
一
項
第
六
号
所
定
の
機
関
の
議
事
に
関
す
る
審
類
で
あ

る
か
ら
、
宗
教
上
の
事
項
に
関
し
て
決
定
す
る
機
関
の
議
事
に
関
す
る
警
類
に
つ
い
て
、
閲
覧
請
求
擦
を
認
め
る
規
定
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
実
務
運
用
上
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
上
の
事
項
を
決
定
す
る
機
関
と
、
管

理
遂
営
上
の
事
項
を
決
定
す
る
機
関
を
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
規
程
、
名
称
等
を
明
確
に
芭
分
し
た
。

ハ
、
龍
者
等
へ
の
公
告
書
事
項
の
鉱
大
没
び
決
定
事
項
の
迅
速
化
と
明
確
化

〈
会
告
事
項
〉

(
全
信
者
に
配
布
す
る
機
関
紙
に
掲
載
)

こ
れ
は
、
基
本
的
に
、
管
理
選
管
口
に
係
る
事
項
等
、
開
示
件
、
き
る
も
の
は
積
極
的
に
開
示
す
る
主
旨
で
あ
る
c

こ
の
た
め
、
公
告
事



一
現
帽
を
次
の
よ
う
に
拡
大
し
た
。

畠

宗
教
法
人
規
剣
の
変
更

宗
教
法
人
法
で
は
、
設
立
時
に
だ
け
規
制
の
要
旨
を
公
侍
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
規
制
刑
の
変
更
の
と
き
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
を

信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
公
告
す
る
義
務
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
法
人
と
し
て
は
、
こ
れ
安
ど
の
よ
う
な
細
か
な
改
正
で

も
、
規
制
則
の
変
東
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
会
同
胞
の
信
者
全
員
に
公
告
す
る
こ
と
と
し
た
。

b 

不
動
産
又
は
宝
物
(
礼
拝
の
対
象
た
る
本
尊
又
は
神
体
等
)
の
処
分
、
担
保
供
与
、
借
入
{
会
計
年
度
を
超
え
る
も
の
て

保
証
、
境
内
建
物
の
新
築
、
改
築
、
埼
築
、
除
却
又
は
著
し
い
模
様
替
、
境
内
地
の
著
し
い
模
様
替
、
境
内
建
物
又
は
境
内

地
の
用
途
変
更
又
は
呂
的
外
積
摺

改正;-î~紋ii 人投~~こ違憲づく情報隠示の3義務について(久後}

い
わ
ゆ
る
財
産
処
分
等
の
公
告
で
あ
る
。
宗
教
法
人
法
第
二
三
条
で
は
、
宗
教
法
人
が
財
産
処
分
や
倫
入
、
保
証
仙
寺
安
行
、
っ
と
き
は
、

9-

そ
の
行
為
の

月
前
ま
で
に
公
告
そ
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
た
、
だ
し
、
詞
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
話
弧
欝
に
よ
り
、
話
括
団
体

で
あ
る
宗
教
法
人
は
当
該
公
告
の
義
務
は
な
く
、
免
除
ぎ
れ
て
い
る
が
、
当
法
人
で
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
信
者

そ
の
他
の
有
害
関
係
人
に
稜
権
的
に
開
示
す
る
た
め
、
信
者
に
配
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
利
答
関
係
者
及
び
何
人
も
宮
由
に

購
入
可
能
な
機
胴
体
制
「
堅
使
命
」
に
去
き
す
る
こ
と
と
す
る
規
則
的
変
更
を
行
っ
た
。
こ
の
た
め
、
宗
教
法
人

長
の
家
」
規
則
第

二
十
条
第
二
項
と
し
て
「
宗
教
法
人
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
〈
中
略
)
第
三
十
条
第
一
一
項
に

規
定
す
る
信
者
、
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
行
為
の
要
旨
を
示
し
て
そ
の
設
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

C 

決
算
〈
財
産
自
録
、
収
支
計
算
察
、
貸
借
対
顛
表
、
正
味
財
産
増
減
計
算
書
浸
ぴ
監
査
報
告
書
)
婆
旨
の
開
示

現
在
の
宗
教
法
人
法
で
は
、
財
産
日
誌
等
の
決
算
簿
類
の
写
し
を
所
轄
庁
に
属
け
出
る
義
務
は
あ
る
が
、

の
他
の
利
害
関
係
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人
に
公
告
す
る
義
務
は
な
い
。
勿
論
、
正
当
な
利
益
が
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
間
覧
の
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
認
め

ら
れ
る
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
期
間
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
閲
覧
の
請
求
が
来
る
前
に
、
法
人
の
方
か
ら
積

極
的
に
開
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
規
制
第
民
六
条
土
壌
に
「
録
会
計
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
、

宗
教
法
人
法
第
ご
五
条
第
一
一
項
第
一
一
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し
を
文
部
大
毘
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
に
つ
い
て
第
四
条
の

公
告
を
行
う
よ
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
決
算
の
公
告
は
、
手
成
八
年
度
の
決
算
か
ら
、
財
産
自
器
、
収
支
計
算
委
、
貸
借
対

問
問
…
表
及
び
疋
味
財
産
増
減
計
算
舎
の
要
旨
援
び
に
監
資
報
告
警
の
全
文
宏
、
信
者
に
配
布
す
る
機
関
紙
「
翠
使
命
」
に
掲
載
し
て
実
施

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
法
人
と
し
て
も
抜
本
的
な
変
更
で
あ
り
、
基
本
的
に
、
信
者
と
の
問
に
、
合
間
的
正
大
な
形
で
信
頼
関
係
を
築

い
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

d 

法
定
儀
付
響
額
等
の
関
覧
に
騎
す
る
規
程
{
改
正
事
項
克
也
含
む
。
)
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こ
の
規
程
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
規
程
自
体
も
公
常
事
項
で
あ
る
。
包
括
団
体
の
場
合
は
、
こ
の
規
程
念
文
を
機
関
紙
に

記
載
し
、
被
毎
括
法
人
に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
の
公
告
方
法
に
従
っ
て
、
公
告
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
必
要
事
項
に
つ
い
て
公
告
を
行
う
。

〈
評
議
員
会
・
質
住
役
員
会
等
の
決
定
事
項
の
伝
達
〉

ぞ
れ
か
ら
、
公
告
を
行
、
つ
だ
け
で
な
く
、
出
来
る
だ
け
、
評
議
員
会
や
賞
授
役
員
会
の
決
定
事
項
を
迅
速
か
つ
明
確
に
、
信
者
等
や

被
包
括
法
人
に
対
し
て
結
達
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

a 

パ
ソ
コ
ン
逸
憶
の
電
子
メ

i
ル
に
よ
り
全
国
の
被
告
括
法
人
代
表
者
へ
伝
達

パ
ソ
コ
ン
通
信
大
手
の
ニ
フ
テ
イ
株
式
会
社
と
契
約
を
行
い
、
プ
ラ
イ
ベ
!
ト
・
フ
ォ

i
vフ
ム
(
特
定
の
者
の
み
が
接
続
で
き
る
複

域
)
を
設
け
て
、
責
任
役
員
会
等
の
決
定
事
項
を
、
そ
の
決
定
の
漂
白
に
は
、
全
国
の
被
包
括
法
人
代
表
者
に
伝
達
し
て
い
る
。



b 

文
書
(
印
麟
物
)
に
よ
り
全
国
の
被
・
包
謡
法
人
の
責
任
役
員
等
へ
伝
達

当
法
人
の
加
除
式
の
規
約
集
に
は
、
教
壊
、
規
制
側
、
組
前
線
サ
の
重
要
な
も
の
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
れ
を
全
国
の
七
十
の
被
説
話
法

人
の
責
任
投
員
亙
び
第
一
線
級
識
の
幹
部
に
対
し
て
、
約
一
万
五
千
部
発
行
し
て
い
る
が
、
諸
規
約
の
改
正
等
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ

の
追
録
を
印
刷
制
し
て
寵
布
し
て
お
り
、
全
監
の
第
一
線
単
位
組
識
の
資
任
者
に
訟
達
題
知
し
て
い
る
。

c 

全
議
者
に
詑
有
す
る
機
関
紙
に
掲
載

重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
幹
部
に
周
知
す
る
の
み
で
な
く
、
全
信
者
に
配
布
す
る
機
関
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の

こ
と
を
法
人
規
開
の
施
行
細
則
に
明
定
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
評
議
員
会
議
事
選
営
規
貌
第
二
十
四
条
第
二
項
で
は

「
そ
の
他
一
般
の
信
者
等
に
癌
知
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
「
聖
使
命
」
新
間
関
等
に
記
事
と
し
て
搭
載
し
て
周
知
す
る
J

と
定
め
、

改正宗教法人法に基づく情報総示の実務について(久保}

宗
教
法
人
「
生
長
の
(
変
質
佐
役
員
会
裁
程
第
七
条
第
四
号
で
は
「
宗
教
法
人
法
第
二
十
一
一
一
条
各
号
漫
ぴ
第
二
十
五
条
各
サ
に
係
る
事
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環
に
つ
い
て
の
責
任
投
員
会
決
議
は
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
い
規
則
別
に
よ
り
去
告
す
べ
き
る
の
に
つ
い
て
は
、
「
襲
使
命
」
新
聞
の

公
告
に
よ
り
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
姿
牲
に
応
じ
て
適
切
に
そ
の
嬰
皆
等
を
「
恕
使
命
」
新
開
閉
そ
の
他
の
刊
行
物
等

の
記
事
と
し

次
に
掲
げ
る
と
お
り
信
者
そ
の
他
の
創
刊
害
関
係
人
に
法
違
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

と
定
め
て
い
る
。

「
法
定
儲
付
書
類
等
の
隠
覧
に
関
す
る
規
程
」
に
つ
い
て

諜
教
法
人
法
第
二
五
条
第
二
項
身
分
間
げ
に
掲
げ
る
事
壊
に
閉
し
て
は
、
当
法
人
の
被
忽
括
法
人
を
蛾
焼
成
す
る
信
者
に
対
し
て
は
、
情
報

の
伝
述
亙
び
開
示
を
公
明
庇
大
に
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
不
当
な
ロ
対
的
で
外
部
の
者
が
悪
用
す
る
こ
と
は
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
経
新
開
(
東
京
本
社
版
)
平
成
八
年
九
月
十
六
日
の
報
道
記
事
「
ウ
不
教
間
体
組
、
つ
総
力
岡
山
」
に
よ
れ
ば
、
暴
力
関
や
総
会
療
等
が
、
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宗
教
法
人
法
に
蒸
づ
く
閲
覧
請
求
を
、
宗
教
時
体
に
対
す
る
嫌
が
ら
伎
と
し
て
行
う
こ
と
を
計
画
し
、
今
後
の
資
金
源
と
し
て
筏
っ
て

い
る
と
の
動
き
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ぞ
う
す
る
と
、
信
者
の
正
当
な
請
求
に
は
き
ち
ん
と
対
志
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
外
部
か
ら
の
、

か
よ
う
な
不
当
な
請
求
に
ど
う
や
っ
て
歯
止
め
を
す
る
か
が
最
大
の
問
題
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
か
か
る
事
態
を
防
止
す
る
た
め
に
有
効
な
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
間
覧
請
求
し
う
る
者
の
範
圏
、
翻
覧
請
求
の
手
続
等

に
つ
い
て
の
内
部
纏
殺
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
話
摘
が
、
宗
教
法
人
法
改
正
時
の
文
詑
庁
文
化
部
法
務
課
長
で
あ
っ
た

中
根
耕
司
武
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

同
氏
は
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宗
教
法
人
の
情
報
開
示
に
つ
い
て
は
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
と
称
す
る
者
か
ら
宗
教
法
人
に

対
し
て
閲
覧
語
求
が
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
利
害
関
係
人
に
一
該
当
す
る
の
か
、
そ
の
開
示
議
求
に
は
庇
当
な
利
益
が
あ
る
の

か
ど
う
か
、
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
か
な
ど
の
第

次
的
な
判
断
は
当
該
宗
教
法
人
が
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
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た
め
、
当
該
宗
教
法
人
の
内
部
規
程
等
に
お
い
て
、
閲
覧
請
求
し
う
る
者
の
範
囲
、
閲
覧
請
求
の
手
続
等
に
つ
い
て
定
め
て
お
く
こ
と

〈

3〉

が
望
一
ま
し
い
よ
と
指
橋
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
九
丹
二
日
庁
文
京
一
一
一
一
七

文
部
事
務
次
官
通
達
「
宗
教
法
人
法
の
一

都
道
府
県
知
事
あ
て

部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
七
年
法
律
第

三
入
管
)
の
施
行
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
「
間
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
各
宗
教
法

人
に
お
い
て
、
当
該
関
覧
請
求
者
が
壌
に
ど
の
よ
う
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
兵
体
的
に
勘
案
し
て
、
関
覧
に
隠
す
る
内

部
課
程
等
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
恭
づ
き
、
簡
覧
に
係
る
筈
類
ご
と
に
、
書
類
に
よ
っ
て
は
そ
の
一
定
部
分
ご
と
に
閲
覧
す
る
こ
と
に

正
当
な
利
益
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
も
の
?
あ
る
J

と
の
記
載
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
を
参
考
と
し
て
、
当
法
人
及
び
そ
の
被
包
括
法
人
で
は
、
「
法
定
備
付
書
類
等
の
問
問
覧
に
関
す
る
規
程
」
を
弁
護
士

の
助
一
首
協
力
も
得
て
起
案
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
の
う
え
制
定
し
、
こ
れ
を
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
公
告
し
た
。



そ
の
内
容
は
、
法
人
ご
と
に
、
責
任
役
員
会
で
の
審
議
に
基
づ
き
、

の
相
違
は
あ
る
が
、
主
要
部
分
は
共
議
し
て
お
り
、
本
報

告
の
末
尾
に
資
料
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

義
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
鋭
校
を
定
め
る
と
さ
に
必
要
な
要
件
は
、
次
の
主
要
件
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

第
一
の
要
件
は
、
当
該
宗
教
法
人
に
お
い
て
、
法
人
規
則
の
維
持
制
抑
制
を
正
当
に
軒
{
返
す
る
権
限
を
持
つ
機
関
で
、
当
該
規
程
が
決

定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
法
人
の
規
則
的
中
に
は
、
通
常
、
施
行
級
制
の
制
{
事
ヂ
読
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
手
続
を
経
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
の
要
件
は
、
当
該
規
程
の
山
内
容
に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

信
者
そ
の
納
閣
の
利
害
関
係
人
が
有
す
る
潤
覧
請
求
権
は
、
法
律
上
の
権
利
で
あ
る
の
で
、
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。

己主lB主教法人主主iこ基づく情報開R去の実務について(久保}

た
だ
し
、
正
当
な
利
益
が
必
要
で
あ
り
、
不
当
な
目
的
の
た
め
の
請
求
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
宗
教
法
人
側
と
し
て
、
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識
制
約
し
た
り
、
ま
た
、
合
理
品
約
な
手
続
を
定
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
。

第
一
一
一
の
要
件
は
、
当
該
規
制
相
が
、
当
該
宗
教
法
人
の

の
他
の
利
榛
関
係
人
に
対
し
て
銅
知
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
、
当
該
宗
教
法
人
の
規
制
別
に
定
め
ら
れ
登
記
に
よ
り
公
知
で
あ
る
公
告
の
方
法
等
に
よ
り
、

の
他
の
制
利
害
関
係

人
に
周
知
怒
れ
て
お
り
、
か
つ

の
内
容
も
、

の
他
の
利
答
関
係
人
が
閲
覧
し
た
い
場
合
に
は
、
開
覧
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
。

少
な
く
と
も
、

こ
の
一
二
つ
の
繋
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
、
万
一
、

つ
い
て
、
裁
判
所
の
審
査
の
問
題
と

な
っ
た
場
合
に
、
当
該
規
程
が
考
惑
の
対
象
と
な
る
た
め
の
条
件
と
考
え
る
。

以
下
、
当
法
人
及
、
ひ
そ
め
各
被
包
括
法
人

「
法
定
備
付
ゆ
燃
料
釧
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
」
に
つ
い
て
宏
子
の
説
明
を
行
う

も
の
で
あ
る
。
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昔話

条
は
、
践
的
安
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
「
信
者
そ
の
他
の
利
中
叫
ん
削
関
係
人
が
翻
覧
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
宗
教
法
人
法
の

に
従
い
、
関
覧
請
求
し
う
る
者
の
兵
体
的
範
属
、
間
覧
詰
水
の
手
続
戎
び
閲
覧
拒
絶
の
事
由
等
を
定
め
、
も
っ
て
信
者
と
当
法
人

と
の
い
結
頼
関
係
を
強
化
し
、
公
明
正
大
な
法
人
の
述
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。

一
条
は
、
定
義
規
定
で
あ
り
、
こ
の
規
程
に
お
け
る
「
法
完
機
付
書
数
等
」
、
「
宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
一
一
一
項
に
規
定
す
る
信
者
川

「
利
害
期
間
係
人
」
茨
ぴ
「
不
当
な
目
的
」
を
定
義
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
定
義
内
容
は
、
文
化
庁
か
ら
一
不
さ
れ
た
解
釈
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
定
義
内
容
を
競
殺
に
一
不
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
第

線
の
被
怒
拍
法
人
の
代
表
役
員
や
責
任
役
員
が
誤
解
な
く
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
錦
、
え
ば
、
「
帳
簿
い
と
い

う
用
語
は
、

般
に
は
会
計
帳
簿
の
意
味
に
も
受
け
取
ら
れ
る
が
、
文
化
庁
の
見
解
で
は
、
宗
教
法
人
法
第
ニ
五
条
第
一

の

と
は
、
あ
く
ま
で
開
条
第
一
一
項
各
仕
方
列
記
の
も
の
だ
け
に
競
走
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
現
場
の
実
務
上
、
器
証
書
等
に
つ
い
て
は
、
原
本
そ
永
久
保
存
す
る
義
務
が
あ
る
の
で
、
投
掛
滅
失
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

同
部
制
の
対
象
で
あ
る
。
従
っ
て
、
合
理
的
に
必
要
な
範
留
で
写
し
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
宗
教
法
人
法
の
酪
覧

請
求
の
対
象
外
(
宗
教
法
人
の
事
務
に
係
る
事
項
で
は
な
い
。
請
求
者
の
正
当
な
利
益
と
は
無
関
係
等
〉
で
あ
る
た
め
不
関
本
情
報
が

含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
抄
録
に
よ
る
諮
覧
も
あ
り
う
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
お
し
て
い
る
。

ま
た
、
辺
一
市
教
法
人
法
第
一
一
五
条
第
一
一
一
環
に
規
定
す
る
信
者
L

に
つ
い
て
は
、
当
法
人
は
次
め
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
要
す
れ
ば
、

宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
…
信
者
、
す
な
わ
ち
箆
覧
請
求
権
を
持
つ
信
者
と
は
、

般
に
い
う
諮
者
全
員
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
解
す
る
。
能
っ
て
、
各
被
包
括
法
人
に
お
い
て
、
具
体
的
に
適
用
し
た
場
合
、
潟
覧
請
求
権
を
持
つ
信
者
の
範
囲
を
、

客
観
的
に
識
別
で
き
る
よ
う
明
確
な
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
者
の
範
屈
に
係
る
解
釈
は
、
宗
教
法
人
法
の
認
め
る
範
閥

内
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。



一史に、

の
利
害
関
係
人
を
合
ま
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

利
害
関
係
人
に
つ
い
て
は
、

第
一
一
一
条
は
、
関
莞
請
求
し
う
る
者
の
範
醤
を
定
め
、
第
四
条
に
閲
覧
の
議
求
方
法
、
第
五
条
に
嗣
縦
覧
の
議
求
に
対
す
る
決
定
等
、
第

ム
ハ
条
に
毘
覧
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
当
法
人
と
し
て
は
、
閲
覧
講
求
権
に
は
、
謄
写
請
求
権
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
解
す
る
。

第
七
条
は
、
拒
絶
事
由
を
定
め
る
。
宗
教
法
人
法
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
、
正
当
な
科
設
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
不

当
な
目
的
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
を
例
示
す
る
。

第
八
条
に
は
、

一
部
開
示
の
場
合
に
つ
い
て
、
第
九
条
は
救
済
手
続
を
定
め
る
。
ま
た
、
第
十
条
以
下
、
所
要
の
襲
定
を
定
め
、
第

十
四
条
に
は
、
当
該
鏡
殺
の
公
告
に
つ
い
て
定
め
る
。
末
尾
資
料
の
場
合
は
、
公
告
の
方
法
が
掲
示
に
よ
る
方
法
で
あ
る
場
合
で
あ
る

が
、
被
包
話
法
人
に
お
い
て
機
関
紙
を
発
行
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
掲
載
が
公
告
の
方
法
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

改正宗教法人法に基づく{警報開示の実務についてく久保)

こ
の
規
程
は
、
当
法
人
法
び
そ
の
被
龍
括
法
人
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
参
考
の
一
つ
と
し
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て
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
教
閣
に
お
か
れ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
菌
有
の
教
義
、
段
史
、
~
伝
統
、
考
え
を
有
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
ぞ
れ

ぞ
れ
最
善
と
判
断
さ
れ
る
対
策
乞
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
、
報
告
者
は
考
え
て
い
る
。

わ

悶

お

り

当
法
人
の
場
合
は
、
関
本
家
教
連
盟
及
び
そ
の
加
盟
団
体
に
は
所
属
し
て
い
な
い
。
議
っ
て
、
宗
教
法
人
法
の
改
正
に
直
面
し
、
惰

報
開
示
等
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
の
検
討
は
す
べ
て
独
力
で
行
わ
が
る
を
待
な
か
っ
た
め
、
総
合
的
に
は
情
報
不
定
か

ら
く
る
検
話
不
足
の
衝
が
あ
っ
た
こ
と
は
苔
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
当
法
人
で
は
、
情
報
開
示
に
つ
い
て
の
訴
訟
等
の
開
題
が
全
く
な
か
っ
た
た
め
、
訴
訟
対
策
の
現
実
的
必
要
性
が
な
く
、
あ
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く
ま
で
宗
教
法
人
法
の
改
正
の
主
旨
に
対
処
す
る
た
め
、
現
時
点
で
必
要
と
判
断
さ
れ
る
対
策
に
限
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
専
門
家
か

ら
み
る
と
ま
だ
不
充
分
と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
各
位
の
家
直
な
ご

教
示
や
ご
指
導
を
お
願
い
し
た
い
。

(
京
成
十
年
…
一
一
月
二
八
日
青
山
出
学
院
大
学
に
於
け
る
宗
教
法
制
研
究
会
報
告
内
容
を
一
部
婆
約
事
加
筆
)

〔
資
料
〕
宗
教
法
人

の
家

0
0遂
場
」
法
定
錆
付
惑
顔
等
の
関
覧
に
関
す
る
規
程

(
自
的
)

第
一
条

こ
の
競
程
は
、
宗
教
法
人
法
第
一
一
五
条
第
三
項
各
は
ず
に
列
記
さ
れ
た
法
定
備
付
書
類
等
に
つ
い
て
、
開
条
第
三
一
項
の
規
定
に

き
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家

0
0道
場
〕
{
以
下
「
当
法
人
」
と
い
う
J

の
信
者
そ
の
他
の
利
答
関
係
人
が
箆
覧
を
請
求
す
る

場
合
に
お
い
て
、
宗
教
法
人
法
の
主
旨
に
緩
い
、
閲
覧
請
求
し
う
る
者
の
具
体
的
範
盟
、
閲
覧
請
求
の
手
続
攻
び
閲
艶
花
絶
の
泰
由

16 

等
安
定
め
、
も
っ
て
信
者
と
当
法
人
と
の
信
頼
関
係
を
強
化
し
、
公
明
正
大
な
法
人
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

〈
定
義

第
ニ
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
診
に
掲
、
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
ロ
ザ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

法
定
借
付
書
類
等

宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
二
項
各
四
万
に
掲
げ
る
次
の
欝
類
又
は
帳
簿
を
い
い
、
こ
れ
泣
外
の
も
の
を
含
ま

な
い
。
街
、
事
務
所
に
備
え
付
け
る
義
務
を
有
す
る
も
の
は
、
認
証
書
、
議
事
に
関
す
る
書
類
設
、
び
事
務
処
理
簿
を
除
き
、
最
新

作
成
の
も
の
で
あ
る
。
認
証
書
は
法
人
設
立
時
以
来
の
全
部
で
あ
り
、
議
事
に
関
す
る
書
類
友
び
事
務
処
理
簿
に
つ
い
て
は
少
な

く
と
も
前
年
設
実
ぴ
本
年
度
の
も
の
で
あ
る
。

CD 
認
証
書
及
び
規
制
(
認
一
社
舎
に
つ
い
て
は
謄
本
を
、
規
射
に
つ
い
て
は
印
刷
物
等
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
J

@ 

役
員
名
簿
{
代
表
役
員
、
弐
表
役
員
代
務
者
、
仮
代
表
役
員
、
資
任
役
員
、
責
任
役
員
代
務
者
、
仮
責
任
役
員
、
評
議
員
又



は
監
事
の
名
簿
に
被
る
。
)

金

財
産
自
録
攻
ぴ
貸
借
対
照
表
並
び
に
収
支
計
算
欝
(
作
成
の
一
苅
と
な
る
会
計
帳
簿
、
議
議
参
類
及
び
内
訳
明
総
書
類
等
を
合

ま
な
い
。
〉

@) 

境
内
建
物
(
財
産
自
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
J
に
関
す
る
書
類

@ 

糞
任
役
員
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
機
関
(
説
教
法
人
法
第

八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
宗
教
法
人
の
事
務
を
決
定
し
え
は
議

決
す
る
機
関
に
限
り
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
宗
教
上
の
機
能
に
係
る
事
項
を
決
定
す
る
機
関
を
含
ま
な
い

J

の
議
事
に

間
関
す
る
書
類
(
決
議
の

部
で
あ
る
場
合
を
徐
券
、
議
事
縁
以
外
の
文
書
を
含
ま
な
い
。
)
凌
び
事
務
処
理
簿

@ 

宗
教
法
人
法
第
六
条
の
事
業
に
関
す
る
書
類
〈
作
成
の
元
と
な
る
余
計
帳
簿
、
証
議
書
類
及
び
内
説
明
総
書
類
等
を
含
ま
な

改正宗教法人法に築づく情報関示の実務について(久保)
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宗
教
法
人
法
第
ニ
五
条
第
一
二
墳
に
規
定
す
る
活
者

の
家
教
窺
」
第

五
条
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」
規
制
第
二
一

O

条
第
二
項
及
ぴ
指
教
法
人

一
条
e

第一

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
長
の
家
の
教
義
を
信
拳

の
家

O
O道
場
」
規
出
第

し
、
そ
の
実
践
自
様
で
あ
る

の
家
七
つ
の
克
明
ゆ
…
間
一
言
」
に
鉱
民
間
し
、
そ
の
自
覚
を
も
っ
て
生
長
の
家
聖
使
命
会
の
会
員
と

な
る
者
で
あ
っ
て
、
当
法
人
を
構
成
し
護
持
興
設
に
努
め
る
者
を
生
一
伎
の
家
の
「
{
掛
か
挨
」
と
い
い
、
そ
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

① 

生
長
の
家
の
「
曲
家
族
」
の
、
っ
ち
、
生
一
…
伎
の
家
の
本
線
(
賓
相
)
又
は
神
体
(
竜
古
住
吉
本
宮
神
童
符
)
を
自
宅
に
奉
祭
し
こ

れ
そ
礼
拝
の
対
象
と
し
て
「
生
長
め
家
教
規
」
に
定
め
ら
れ
た
儀
式
〈
礼
拝
、
祈
h
v
、
神
想
観
亙
び
聖
経
読
諦
)
を
継
続
的
に

実
修
し
、

の
家
の
教
化
組
織
(
相
愛
会
、
白
鳩
会
又
は
青
年
会
)
の
所
属
会
員
と
し
て
認
定
さ
れ
て
現
に
そ
の
会
員
と
し

て
驚
録
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
、
当
法
人
に
対
し
て
、
五
年
以
上
に
わ
た
り
毎
年
継
続
的
に
お
一
法
人
の
儀
式
行
事
(

般
練
成
会
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等
〉
に
参
加
し
て
教
化
育
成
を
受
け
、
信
者
と
し
て
の
負
担
義
務
を
継
続
的
に
護
行
し
て
お
り
当
法
人
の
財
産
基
盤
の
形
成
に

貢
献
し
て
い
る
者

@ @  

生
長
の
家
の
コ
掛
か
族
」
の
う
ち
、
当
法
人
の
評
議
員
等
、
規
制
で
定
め
ら
れ
た
法
人
の
菅
理
運
営
上
の
地
位
に
あ
る
者

生
一
長
の
家
の

2
米
族
」
の
う
ち
、
「
生
…
授
の
家
教
震
い
第
二
…
一
条
の
規
定
に
碁
づ
き
、
生
長
の
家
の
講
鱒
資
格
を
付
与
さ
れ

た
者
で
あ
っ
て
、
当
法
人
の
指
擦
命
令
の
下
で
、
現
に
宗
教
活
動
に
従
事
し
て
い
る
も
の

利
害
隣
係
人

当
法
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
法
律
上
の
利
害
関
係
(
事
実
上
の
利
答
関
係
を
含
ま
な
い
。
)
を
有
す
る
者
を

ぃ、つ。

四

不
当
な
自
的

関
覧
請
求
者
が
誘
求
し
た
本
来
の
呂
的
に
使
用
し
な
い
場
合
会
い
い
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
も
含
む
。

@φ 
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当
法
人
が

般
に
公
開
し
て
い
な
い
情
報
を
第
三
者
に
供
与
す
る
こ
と
を

g
的
と
し
て
潤
覧
を
議
求
す
る
場
合

調
覧
に
よ
っ
て
知
っ
た
情
報
に
よ
っ
て
当
法
人
又
は
当
法
人
の
関
係
者
・
盟
体
等
を
察
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
請
求
す
る
場

ぷ為
口

密告

請
求
し
た
本
来
の
目
的
以
外
に
関
覧
に
よ
っ
て
知
っ
た
情
報
を
使
用
す
る
場
合

本
来
の
目
的
に
使
用
し
た
後
に
そ
の
目
的
以
外
の
図
的
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

〈
関
誌
請
求
し
う
る
者
}

第
一
之
条

当
法
人
の
法
定
備
付
常
務
類
等
の
関
覧
令
請
求
寸
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
口
す
の
要
件
を
す
べ
て
具
備
す
る
者
に
限
ら

れ
る
。

間
覧
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と

認
覧
議
求
の
目
的
が
不
当
な
呂
的
で
な
い
こ
と



京
教
法
人
法
第
二
五
条
第
三
壌
に
規
定
す
る
館
者
そ
の
砲
の
利
害
関
係
人
で
あ
る
こ
と

(
艶
覧
の
繍
求
方
法
}

前
条
の
規
定
に
基
づ
き
法
定
錆
付
審
類
等
の
閲
覧
を
務
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
(
以
下
「
閲
覧
請
求
者
い
と
い
う
。
)
は
、

第
閤
条

疫
接
に
又
は
都
送
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
法
人
の
代
表
役
員
に
対
し
て
、
次
の
事
部
例
会
記
載
し
、
か
つ
実
印
そ
鱗
印
し
た
請
求
警
に
、
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
同
封
し
て
、

宗
教
法
人
法
第
二
五
条
第
一
コ
項
に
規
定
す
る
儒
殺
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

φ ① 

の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
職
業

関
麓
請
求
者
が
納
め
て
い
る
金
授
の
家
聖
使
命
会
会
費
に
つ
い
て
、
会
費
車
援
者
の
氏
名
及
び
設
所
、

改正宗教法人法iこ基づく情報開示の3義務について(久保)

会
年
月

の
種
別
及
び
入

閲
覧
請
求
者
が
所
属
し
て
い
る
教
化
組
織
の
名
称
、
地
区
・
単
位
組
織
名
、
教
化
組
織
に
お
け
る
役
職
、
教
化
級
畿
の
会
員

-19 

5号

翻
覧
務
求
者
が
当
法
人

の
役
職
に
説
経
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
投
機
及
び
そ
の
就
経
学
丹
臼

関
覧
請
求
者
が
講
部
等
の
資
格
を
付
与
さ
れ
て
宗
教
活
動
に
従
事
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
教
階
、
発
令
年
月
日
及
び
宗
教
活
動

④ @ 
のム内内科目

φ 

そ
の
他
、
毘
覧
請
求
者
が
、
当
一
法
人
の
護
持
興
陵
に
努
め
て
お
り
、
そ
の
財
産
基
盤
の
形
成
に
貢
献
し
て
い

記
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
そ

信
者
以
外
の
利
害
関
係
人
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
現

mw 

特

閲
覧
請
求
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
間
バ
日
攻
、
び
業
種
(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
事
務
所
又
は
事
業
所
の
訴
在
地
、
代
表
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者
の
氏
名
及
び
住
所
、
法
人
の
種
類
及
び
事
業
)

@ 

当
法
人
と
の
利
害
関
係
の
具
体
的
な
内
容
及
、
び
事
実
認
係
の
説
照
明

開
閲
覧
を
請
求
し
ょ
、
っ
と
す
る
法
定
備
付
書
類
等
を
具
体
的
に
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項

CD 

つ
い
て
は
、
認
証
年
月
臼
友
び
認
誌
番
号
等

つ
い
て
は
、
役
践
の
穂
別
及
び
就
在
年
度

告なむ

つ
い
て
は
、

議
事
録
に
つ
い
て
は
会
識
の
名
称
、

舎

事
務
処
理
簿
に
つ
い
て
は
、
年
月
日
と
事
項

告

事
業
に
間
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
書
類
漫
び
議
類
作
成
年
度
等

20 

民

特
定
の
法
定
備
付
書
類
等
の
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
詩
的
(
具
体
的
か
っ
明
確
に
記
載
す
る
こ
と
J

ま王

当
法
人
が
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
公
告
を
必
要
と
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
必
要
な
公
舎
を
行
い
、
そ
の
他
の

つ
い
て
は
そ
の
重
要
性
に
応
じ
て
適
切
に
詰
達
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

「
正
当
な
利
投
」
を
有
す
る
こ
と
の
具
体
的
か
っ
開
明
確
な
説
明
及
び
こ
れ
を
証
す
る
事
項

閲
覧
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
本
来
の
目
的
以
外
の
「
不
当
な
目
的
」
で
な
い
こ
と

に
つ
い
て
の
具
体
的
か
つ
明
維
な
説
明
及
び
こ

七

前
大
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
成
司
法
人

2 

鶴
間
覧
請
求
者
が
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
襟
に
添
付
(
都
滋
の
場
合
は
問
封
〉
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。



前
項
の
請
求
書
に
鮮
鳴
に
捺
印
し
た
実
印
に
つ
い
て
の
「
印
鑑
証
明
書
」
〈
偶
人
の
場
合
は
、
市
区
町
村
長
発
行
の
も
の
。
法

人
の
場
合
は
法
務
局
発
行
の
も
の
。
)

爵
覧
請
求
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
「
本
人
で
あ
る
こ
と
を
註
す
る
書
類
」
〈
運
転
免
許
証
、
旅
券
ゅ
pe--

、
の
他
顔
写
真

が
貼
付
さ
れ
た
身
分
証
明
書
等
〉
の
写
し
(
前
項
の
請
求
書
提
出
の
際
問
符
に
又
は
臨
覧
の
当
日
、
調
覧
に
立
会
う
当
法
人
の
托

表
役
員
又
は
そ
の
命
令
受
け
た
当
法
人
の
繋
苦
役
員
若
し
く
は
磯
員
に
、
当
該
書
類
の
原
本
を
盟
示
す
る
こ
と
G
)

閲
覧
請
求
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
「
法
人
登
記
簿
謄
本
」
及
び
代
表
者
以
外
の
職
員
が
代
寝
入
と
な
る
場
合
は

代
表
者
の
実
印
を
押
捺
し
た
「
委
任
状
」
並
び
に
諮
覧
す
る
代
表
者
又
は
代
寝
入
個
人
に
つ
い
て
の
前
号
の
常
務
類

問

前
漢
詩
号
に
掲
げ
る
こ
と
が
「
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
」
が
あ
れ
ば
、
当
一
該
簿
一
衡
の
写
し
〈
前
項
の
請
求
書
提
阪
の

改正宗教法人j去に議事づく情報開ぷの実務について{久保}

際
問
時
に
又
は
謂
競
の
当
日
、
閲
覧
に
立
会
う
当
法
人
の
代
表
役
員
又
は
そ
の
命
令
受
け
た
当
法
人
の
索
任
投
員
若
し
く
は
職
員
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に
、
当
該
勢
閣
の
原
本
を
呈
示
す
る
こ
と
。
〉

五

閲
覧
請
求
者
が
、
書
法
人
の
代
表
役
員
に
対
し
て
、
謂
覧
に
よ
っ
て
知
る
情
報
を
請
求
本
来
の
目
的
以
外
の
不
当
な
問
的
の
た

め
に
絶
対
に
使
用
し
な
い
こ
と
友
び
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
一
切
の
紫
悲
を
負
う
皆
を
記
載
し
、
出
口
総
制
〈
法
人
の
場
合
は
、
代
表

者
友
ぴ
代
理
人
の
連
署
)
し
、
実
印
(
法
人
の
場
合
は
、
法
人
実
印
設
ぴ
北
理
人
実
印
)
で
押
印
し
た
「
誓
約
書
」

叩ふゅ

ノ、

当
法
人
の
代
表
投
員
か
ら
の
通
知
蓄
を
送
付
す
る
た
め
の
、
関
覧
請
求
者
の
郵
便
番
号
、
定
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
必
要
な

切
手
を
貼
付
し
た
「
返
信
用
封
筒
」

(
関
覧
の
請
求
に
対
す
る
決
定
等
)

第
五
条

当
法
人
の
代
表
役
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
受
理
し
た
日
の
翠
自
か
ら
起
算
し

て
六

o
a以
内
に
、
当
該
隠
覧
議
求
者
に
対
し
て
、
鴎
覧
の
請
求
に
係
る
法
定
犠
付
欝
類
等
を
関
覧
に
供
す
る
か
否
か
の
決
定
を
す



安芸教法第18移行号君事}

る
も
の
と
す
る
。
代
表
役
員
は
、
間
附
麓
議
求
が
あ
っ
た
場
合
、
当
日
該
龍
覧
請
求
者
が
現
に
ど
の
よ
う
な
制
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
あ

る
か
令
具
体
的
に
勘
案
し
て
、
宗
教
法
人
法
、
宗
教
法
人
「
生
長
の
家

O
O道
場
」
規
制
及
、
ぴ
こ
の
規
程
に
照
ら
し
て
、
期
限
監
に
係

る
法
定
傷
付
簿
類
等
ご
と
に
、
書
類
に
よ
っ
て
は
そ
の
一
定
部
分
ご
と
に
閲
覧
す
る
こ
と
に
正
当
な
利
益
が
あ
る
か
選
か
判
断
す
る

も
の
と
す
る
。

2 

当
法
人
の
代
表
役
員
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
閲
覧
鏑
求
者
に
対
し
て
、
議
面
で
通
知
す
る
。

3 

当
法
人
の
代
表
役
員
は
、
第

項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
し
な
い
設
の
決
定
(
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
覧
の
講
求
に
係

る
法
定
繍
付
書
類
等
の
一
部
を
期
限
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
の
当
該
総
覧
に
供
し
な
い
旨
の
決
定
を
含
む
。
以
下
「
非
掲
示

決
定
」
と
い
う
J

を
す
る
場
合
は
、

一
項
の
幾
定
に
よ
る
通
知
書
に
非
開
示
決
定
の
理
由
(
議
求
書
の
不
備
又
は
要
件
非
該
当

等
〉
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。
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4 

必
司
法
人
の
代
表
役
員
は
、
第

項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
法
人
の
怠
括
毘
体
そ
の
他
の
専
門
家
等
の
助
一
一
一
績
を
聴
く
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
決
定
に
係
る
法
定
備
付
書
類
等
に
当
法
人
以
外
の
も
の
に
関
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
も
の
の
意
晃
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

{
関
覧
の
方
法
〉

第
六
条

法
定
僑
付
書
類
等
を
関
覧
に
供
す
る
こ
と
は
、
当
法
人
の
代
表
役
員
が
前
条
第
二
項
の
通
知
書
に
よ
り
指
定
す
る
日
時
(
同

通
知
書
に
よ
り
指
定
す
る
待
問
内
に
限
る
。
〉
及
び
当
法
人
の
事
務
所
内
の
向
通
知
書
に
よ
り
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
当
法
人

の
代
表
役
員
又
は
そ
の
命
令
受
け
た
当
法
人
の
責
笹
役
員
若
し
く
は
戦
闘
の
立
会
の
下
に
行
う
。

2 

当
法
人
の
代
表
役
員
は
、
諮
覧
の
請
求
に
係
る
法
定
備
付
書
類
等
を
直
接
関
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
定
錆
付
書
類
等

の
保
存
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
飽
合
理
的
な
理
密
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
定
備
付
書
類
等
の
写



し
(
抄
録
を
含
む
。
〉
に
よ
り
跨
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

当
法
人
の
代
表
役
員
又
は
そ
の
命
を
受
け
た
当
法
人
の
責
任
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
当
法
人
を
代
表
し
て
又
は
代
表
役
員
に
代

わ
っ
て
、
閲
覧
請
求
者
本
人
{
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
又
は
正
当
な
代
理
人
)
で
あ
る
こ
と
の
確
認
及
び
関
係
議
醤
原
本
の
確
認

等
を
実
施
し
、
閲
覧
の
円
滑
な
進
行
及
び
関
霊
場
所
の
静
岡
憾
な
秩
序
の
維
持
の
た
め
必
饗
な
指
示
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。
代
表
役

員
又
は
潜
該
賞
任
役
員
若
し
く
は
議
議
職
員
は
、
法
定
機
付
書
類
等
を
需
震
に
供
し
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
当
該
閲
覧
の
様
様
を

撮
鮮
し
錨
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4 

鰐
覧
請
求
者
は
、
法
定
備
付
書
類
等
を
謄
写
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
従
っ
て
、
閲
覧
請
求
者
は
、
第

項
の
臨
覧
指
定
場
所
に
、

複
写
機
、

ぜ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
録
音
機
そ
の
他
機
製
を
可
誌
と
す
る
も
の
を
械
付
込
む
こ
と
は
許
き
れ
な
い
。
ま
た
、

改正宗教法人法iこま毒づく情報関示の察署毎について{久俊}

求
者
は
、
当
法
人
又
は
そ
の
業
続
投
員
若
し
く
は
毅
践
に
法
定
備
付
書
類
等
の
謄
写
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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5 

関
覧
請
求
者
は
、

墳
の
期
間
覧
指
定
場
所
に
お
い
て
、
前
頃
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
槙
そ
ん
汐
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。静

策
を
皆
と
し
て
毘
覧
す
る
こ
と
。
(
発
言
し
又
は
質
問
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

不
体
裁
な
行
状
を
し
な
い
こ
と
。

み
だ
り
に
点
以
降
や
そ
離
れ
な
い
こ
と
。

題

当
法
人
の
機
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

6 

関
陶
酔
児
誘
求
者
が
、
当
法
人
の
代
表
役
員
又
は
そ
の
命
を
受
け
た
当
法
人
の
資
在
投
員
若
し
く
は
験
禁
の
職
務
上
の
指
示
に
従
わ
な

い
場
合
、
代
表
役
員
又
は
当
該
費
在
役
員
鷲
し
く
は
当
該
職
員
は
、
欝
箆
を
即
時
停
止
し
即
時
退
去
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〈
拒
絶
事
由
〉

第
七
条

当
法
人
の
武
法
役
員
は
、
法
定
備
付
書
類
等
の
槻
覧
請
求
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
誌
め
る
相
当

の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
安
す
べ
て
悶
具
備
し
て
い
る
と
の
立
誌
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
又
は
立
証
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
が
残
る
場
合

第
問
条
の
請
求
書
又
は
こ
れ
に
同
封
す
る
も
の
に
つ
い
て
不
備
が
あ
り
、
当
法
人
の
代
表
投
員
が

定
の
期
間
以
を
指
定
し
て
そ

の
不
鋳
の
補
完
を
促
し
て
も
、
当
該
期
限
海
に
、
閉
山
覧
請
求
者
が
こ
れ
を
補
完
し
な
い
場
合

間
覧
の
議
求
に
係
る
法
定
備
付
簿
類
等
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合

G 

法
令
又
は
当
法
人
が
締
結
し
た
契
約
紘
一
寸
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
隠
覧
に
供
す
る
ご
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
情
報
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φ 

信
教
の
自
由
に
関
す
る
信
者
の
憲
法
上
の
機
利
又
は
偶
人
の
名
誉
若
し
く
は
プ
ラ
イ
バ
シ

i
等
に
関
す
る
人
絡
権
を
保
護
す

る
た
め
に
、
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
情
報

@ 

宗
教
法
人
法
第
一
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
宗
教
上
の
機
能
に
係
る
事
項
又
は
持
法
第
八
五
条
に
規
定
す
る
宗
教
上
の
索
現

に
関
す
る
情
報

舎 Gむ

偶
人
に
関
す
る
情
報
で
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
も
の

法
人
そ
の
佑
の
関
体
に
関
寸
る
靖
報
又
は
当
法
人
が
取
引
す
る
金
融
機
関
若
し
く
は
事
業
者
等
の
当
該
卒
業
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
、
関
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
団
体
又
は
当
該
取
引
金
融
機
関
若
し
く
は
当
該
事
業
者
等
に
不
利
益
を
与
え

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

⑨ 

の
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
情
報
で
、
題
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
又
は
巡

当
法
人
の
内
部
に
お
け
る
務
議
、



ま
な
意
思
形
成
に
著
し
い
支
障
令
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

@ 

そ
の
他
、
監
査
、
渉
外
、
争
訟
、
交
渉
の
方
針
、
契
約
の
予
定
髄
格
、
試
験
の
問
問
題
及
び
採
点
藤
準
、
職
員
の
身
分
取
吸
い
、

未
公
表
の
著
作
物
、
不
動
指
紋
に
関
す
る
計
画
ほ
か
、
当
法
人
の
業
務
及
び
運
営
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
業
務
等
の
図
的
が
損
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
、
特
定
の
も
の
に
不
当
な
山
利
益
悲
し
く
は
不
利
益
が
生
じ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
、
関
係
当
事
者
関
の
信
頼
関
係
が
損
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
当
該
業
務
若
し
く
は
将
来
の
向
種

の
業
務
の
会
正
若
し
く
は
円
滑
な
執
行
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
当
法
人
の
公
斑
若
し
く
は
円
滑
な
漣
営
に

い
支
障
が
生
と
る
w

〕
と
が
照
明
ら
か
な
も
の

〈
一
部
賭
示
}

改iE宗教法人j去に主主づく{警報開氷の実務について(久保)

第
八
条

当
法
人
の
宍
表
役
員
は
、
閲
覧
請
求
宥
が
第
一
一
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
具
備
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に
も
拘
ら

-25-

ず
、
関
震
の
鋳
求
に
係
る
法
定
備
付
書
類
等
に
前
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
部
分
を
容
易
に
、
か
っ
、
照
覧
の

の
趣
設
が
損
わ
れ
な
い
程
度
に
分
離
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
を

除
い
て
当
該
法
定
備
付
書
類
等
を
器
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
器
覧
請
求
者
が
こ
の
一
部
開
示

に
応
じ
な
い
場
合
は
、
諮
覧
を
認
め
な
い
。

{
救
演
の
手
続
)

第
九
条

間
覧
請
求
者
は
、
こ
の
規
殺
に
よ
る
非
開
示
決
定
の
通
知
を
受
け
た
相
場
合
に
お
い
て
、
不
騒
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
遜
知
を

受
け
た
日
の
袈
日
か
ら
起
算
し
て
三

O
B以
内
に
、
当
法
人
の
代
表
役
員
に
対
し
て
、
当
法
人
の
責
校
役
員
会
に
お
け
る
関
覧
請
求

の
可
一
合
の
再
審
資
会
、
書
面
に
よ
り
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

前
項
の
書
面
は
、
直
接
に
又
は
郵
送
に
よ
り
詫
出
サ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
際
、
開
覧
請
求
持
は
自
己
の
克
解
を
弁
明
し
又
は
当
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初
の
鶏
求
警
を
補
完
す
る
欝
…
留
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3 

開
覧
請
求
者
か
ら
第
一
項
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
法
人
の
代
表
役
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
法
人

の
糞
任
役
員
会
に
関
覧
請
求
の
可
否
の
再
審
査
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

宗
教
法
人
法
に
照
し
て
閲
覧
請
求
が
明
ら
か
に
不
違
法
で
あ
る
場
合

代
表
役
員
に
お
い
て
非
開
示
決
定
を
取
り
消
す
場
合

(
費
用
負
担
)

第
十
条

第
限
条
の
罷
覧
請
求
に
係
る
請
求
審
友
び
開
封
番
街
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
、
第
九
条
の
再
審
査
の
願
い
出
に

要
す
る
費
用
並
び
に
簡
覧
の
際
の
旅
費
交
通
費
及
び
宿
治
費
等
は
、
す
べ
て
閲
覧
請
求
者
の
負
拘
と
す
る
。

〈
遺
用
除
外
)

26-

第
十
一
条

こ
の
規
程
は
、
次
の
名
口
す
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
法
人
の
代
表
役
員
へ
の
事
前
の
通

知
念
必
要
と
す
る
。

当
法
人
の
責
任
役
員
又
は
監
事
が
、
そ
の
職
務
の
正
当
な
執
行
と
し
て
、
法
定
備
付
書
類
等
を
間
賞
し
、
謄
写
す
る
場
合
。

当
法
人
の
忽
括
詔
体
た
る
宗
教
法
人
「
生
援
の
家
」
の
命
を
受
け
た
そ
の
役
続
員
が
、
そ
の
職
務
の
正
当
な
執
行
と
し
て
、
法

定
備
付
書
類
等
を
閤
覧
し
、
謄
写
す
る
場
合
。

〈
改
革
)

第
十
二
条

」
の
規
程
の
改
正
は
、
当
法
人
の
資
任
役
員
会
の
決
議
に
よ
る
。

(
養
怪
)

第
十
五
条

こ
の
規
制
緩
の
施
行
に
関
し
必
饗
な
事
項
は
、
当
法
人
の
代
表
役
員
が
定
め
る
。



(
公
告
)

第
十
四
条

こ
の
規
制
校
並
び
に
第
閤
条
第

項
第
七
回
す
及
び
前
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
法
人
の
代
表
役
闘
が
定
め
た
場
合
に
そ
の
事
項

は

の
事
務
所
に
お
い
て
信
者
そ
の
他
の
利
答
関
係
人
の
関
覧
に
供
す
る
も
の
と
し
、
当
該
制
定
及
、
び
改
正
の
都
度
、
そ
の

憶
を
宗
教
法
人
「
生
畿
の
家

O
O道
場
」
規
制
州
第
五
条
に
よ
り
公
告
す
る
。

~f1 

実話

」
の
規
程
は
、
宗
教
法
人

の
家

O
O道
場
い
幾
期
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
施
一
行
細
則
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
茨

て
制
定
し
、

月

日
}
か
ら
路
行
す
る
。

の
責
任
役
員
会
に
お
い
て
決
議
し
た
日
〈
平
成

年

2 

第
二
条
第

規
定
に
持
ら
ず
、
法
議
錆
付
書
類
等
の
う
ち
、
宗
教
法
人
法
の

部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
七
年
法
律
第

改正宗教法人淡に纂づく情報喜善永O)~主務について(久保}

五
日
)
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
施
行
自
に
お
い
て
、

の

-27-

二
四
号
〉
附
制
約
第
一
項
本
文
の
施
行
詰
(
平
成
八
年
九
月

事
務
所
に
現
に
存
す
る
も
の
に
限
り
、
こ
の
規
制
伎
を
連
用
す
る
。

開
出
税
庁
長
官
通
逮
「
翻
税
制
悦
特
別
惜
璽
法
第
夜
十
弘
前
第

(1)

間
昭
和
五
五
年
四
月
一
一
一
一
一

g

八
一
(
制
内
規
)
国
税
局
長
、
沖
縄
留
税
事
務
所
長
あ
て

後
殺
の
幾
笈
に
よ
る
譲
渡
続
畑
枠
制
悦
蛾
ザ
め
非
線
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
代
昭
和
三
九
年
六
月
九
日
夜
審
(
資
)
二
四
・
波
炎
七
七

官
闘
激
途
「
醐
贈
与
制
慌
の
非
線
制
悦
叫
閑
棋
盤
(
八
ム
援
を
目
的
と
す
る
薬
業
の
潟
に
供
す
る
叫
財
緩
い
ド
隠
す
る
部
分
)
お
よ
び
公
判
蛾
法
人
に
対
し
て
叫
閉
幕
臓
の
贈
与
等
が
あ
っ
た
場

合
の
取
扱
に
つ
い
て
い

(2)

幽
世
間
紙
「
融
潮
崎
球
品
開
」
は
、
東
京
都
渋
谷
ぽ
紬
押
宮
前
一
丁
目
一
一
一
二
番
付
ニ

O
品
川
め
宗
教
法
人
「
ゑ
且
試
の
家
い
本
部
事
務
所
に
お
い
て
、
何
人
も
由
民
自
に
、
二
郷

開
け
で
馳
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
台 喜重

資

1買

回
税
局
長
あ
て

間
出
税
庁
長主主

(
3〉
出
ヤ
相
慨
務
調
吋
『
新
宗
教
淡
人
淡
ー
そ
の
背
景
と
解
説
i』
縮

叩

法
規
刊
、
第
開
問
六
百
照




